
 

高崎市道路占用料徴収条例新旧対照表 

改正前 改正後 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

占用物件 占用料 

単位 単価 

法第３２条

第１項第１

号に掲げる

工作物 

第１種電柱 １本につ

き１年 

５１０ 

第２種電柱 ７９０ 

第３種電柱 １，１００ 

第１種電話柱 ４６０ 

第２種電話柱 ７３０ 

第３種電話柱 １，１００ 

その他の柱類 ４６ 

共架電線その他上空に設け

る線類 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

５ 

地下に設ける電線その他の

線類 

３ 

路上に設ける変圧器 １個につ

き１年 

４５０ 

地下に設ける変圧器 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

２７０ 

変圧塔その他これに類する １個につ ９１０ 

占用物件 占用料 

単位 単価 

法第３２条

第１項第１

号に掲げる

工作物 

第１種電柱 １本につ

き１年 

５７０ 

第２種電柱 ８７０ 

第３種電柱 １,２００ 

第１種電話柱 ５１０ 

第２種電話柱 ８１０ 

第３種電話柱 １,１００ 

その他の柱類 ５１ 

共架電線その他上空に設け

る線類 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

５ 

地下に設ける電線その他の

線類 

３ 

路上に設ける変圧器 １個につ

き１年 

４９０ 

地下に設ける変圧器 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

３００ 

変圧塔その他これに類する １個につ １，０００ 



もの及び公衆電話所 き１年 

郵便差出箱及び信書便差出

箱 

３８０ 

広告塔 表示面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１,９００ 

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

９１０ 

法第３２条

第１項第２

号に掲げる

物件 

外径が０.０７メートル未満

のもの 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

１９ 

外径が０.０７メートル以上

０.１メートル未満のもの 

２７ 

外径が０.１メートル以上

０.１５メートル未満のもの 

４１ 

外径が０.１５メートル以上

０.２メートル未満のもの 

５５ 

外径が０.２メートル以上

０.３メートル未満のもの 

８２ 

外径が０.３メートル以上

０.４メートル未満のもの 

１１０ 

外径が０.４メートル以上

０.７メートル未満のもの 

１９０ 

もの及び公衆電話所 き１年 

郵便差出箱及び信書便差出

箱 

４２０ 

広告塔 表示面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１,８００ 

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１，０００ 

法第３２条

第１項第２

号に掲げる

物件 

外径が０.０７メートル未満

のもの 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

２１ 

外径が０.０７メートル以上

０.１メートル未満のもの 

３０ 

外径が０.１メートル以上

０.１５メートル未満のもの 

４５ 

外径が０.１５メートル以上

０.２メートル未満のもの 

６１ 

外径が０.２メートル以上

０.３メートル未満のもの 

９１ 

外径が０.３メートル以上

０.４メートル未満のもの 

１２０ 

外径が０.４メートル以上

０.７メートル未満のもの 

２１０ 



外径が０.７メートル以上１

メートル未満のもの 

２７０ 

外径が１メートル以上のも

の 

５５０ 

法第３２条

第１項第３

号に掲げる

施設 

自動

運転

補助

施設 

法第２条第２

項第５号に規

定する自動運

行装置による

検知の対象と

して設置する

導線その他の

線類 

地下に

設ける

もの 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

３ 

その他

のもの 

９ 

道路の構造又は交通の

状況を表示する標示柱

その他の柱類 

１本につ

き１年 

７３０ 

その他のもの 上空に

設ける

もの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

４６０ 

地下に

設ける

もの 

２７０ 

その他のもの ９１０ 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 占用面積

１平方メ

ートルに

９１０ 

外径が０.７メートル以上１

メートル未満のもの 

３００ 

外径が１メートル以上のも

の 

６１０ 

法第３２条

第１項第３

号に掲げる

施設 

自動

運転

補助

施設 

法第２条第２

項第５号に規

定する自動運

行装置による

検知の対象と

して設置する

導線その他の

線類 

地下に

設ける

もの 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

３ 

その他

のもの 

１０ 

道路の構造又は交通の

状況を表示する標示柱

その他の柱類 

１本につ

き１年 

８１０ 

その他のもの 上空に

設ける

もの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

５１０ 

地下に

設ける

もの 

３００ 

その他のもの １，０００ 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 占用面積

１平方メ

ートルに

１，０００ 



つき１年 

法第３２条

第１項第５

号に掲げる

施設 

地下街及び

地下室 

階数が１のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.００５

を乗じて得た額 

階数が２のもの 甲に０.００８

を乗じて得た額 

階数が３以上の

もの 

甲に０.０１を

乗じて得た額 

上空に設ける通路 ９３０ 

地下に設ける通路 ５６０ 

その他のもの ９１０ 

法第３２条

第１項第６

号に掲げる

施設 

祭礼、縁日その他の催しに際

し、一時的に設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１日 

１９ 

自動車の駐

車施設 

市道Ａ６３４号

線及びＡ６５４

号線 

１区画に

つき１月 

２,２００ 

市道Ａ１２８号

線 

１,８６０ 

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１９０ 

令第７条第 看板（アー 一時的に設ける 表示面積 １９０ 

つき１年 

法第３２条

第１項第５

号に掲げる

施設 

地下街及び

地下室 

階数が１のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.００４

を乗じて得た額 

階数が２のもの 甲に０.００６

を乗じて得た額 

階数が３以上の

もの 

甲に０.００７

を乗じて得た額 

上空に設ける通路 ９００ 

地下に設ける通路 ５４０ 

その他のもの １，０００ 

法第３２条

第１項第６

号に掲げる

施設 

祭礼、縁日その他の催しに際

し、一時的に設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１日 

１８ 

自動車の駐

車施設 

市道Ａ６３４号

線及びＡ６５４

号線 

１区画に

つき１月 

２,２００ 

市道Ａ１２８号

線 

１,８６０ 

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１８０ 

令第７条第 看板（アー 一時的に設ける 表示面積 １８０ 



１号に掲げ

る物件 

チであるも

のを除く。） 

もの １平方メ

ートルに

つき１月 

その他のもの 表示面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１,９００ 

標識 １本につ

き１年 

７３０ 

旗ざお 祭礼、縁日その

他の催しに際

し、一時的に設

けるもの 

１本につ

き１日 

１９ 

その他のもの １本につ

き１月 

１９０ 

幕（令第７

条第４号に

掲げる工事

用施設であ

るものを除

く。） 

祭礼、縁日その

他の催しに際

し、一時的に設

けるもの 

その面積

１平方メ

ートルに

つき１日 

１９ 

その他のもの その面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１９０ 

アーチ 車道を横断する

もの 

１基につ

き１月 

１,９００ 

１号に掲げ

る物件 

チであるも

のを除く。） 

もの １平方メ

ートルに

つき１月 

その他のもの 表示面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１,８００ 

標識 １本につ

き１年 

８１０ 

旗ざお 祭礼、縁日その

他の催しに際

し、一時的に設

けるもの 

１本につ

き１日 

１８ 

その他のもの １本につ

き１月 

１８０ 

幕（令第７

条第４号に

掲げる工事

用施設であ

るものを除

く。） 

祭礼、縁日その

他の催しに際

し、一時的に設

けるもの 

その面積

１平方メ

ートルに

つき１日 

１８ 

その他のもの その面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１８０ 

アーチ 車道を横断する

もの 

１基につ

き１月 

１,８００ 



その他のもの ９３０ 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

９１０ 

令第７条第３号に掲げる施設 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０３３

を乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び

同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１９０ 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び

同条第７号に掲げる施設 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

９１ 

令第７条第

８号に掲げ

る施設 

トンネルの上又は高架の道

路の路面下に設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０１６

を乗じて得た額 

上空に設けるもの 甲に０.０２３

を乗じて得た額 

その他のもの 甲に０.０３３

を乗じて得た額 

令第７条第

９号に掲げ

建築物 占用面積

１平方メ

甲に０.０１６

を乗じて得た額 

その他のもの ９００ 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１，０００ 

令第７条第３号に掲げる施設 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０３１

を乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び

同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１８０ 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び

同条第７号に掲げる施設 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１００ 

令第７条第

８号に掲げ

る施設 

トンネルの上又は高架の道

路の路面下に設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０１２

を乗じて得た額 

上空に設けるもの 甲に０.０１７

を乗じて得た額 

その他のもの 甲に０.０２５

を乗じて得た額 

令第７条第

９号に掲げ

建築物 占用面積

１平方メ

甲に０.０１５

を乗じて得た額 



る施設 その他のもの ートルに

つき１年 

甲に０.０１２

を乗じて得た額 

令第７条第

１０号に掲

げる施設及

び自動車駐

車場 

建築物 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０２３

を乗じて得た額 

その他のもの 甲に０.０１２

を乗じて得た額 

令第７条第

１１号に掲

げる応急仮

設建築物 

トンネルの上又は高架の道

路の路面下に設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０１６

を乗じて得た額 

上空に設けるもの 甲に０.０２３

を乗じて得た額 

その他のもの 甲に０.０３３

を乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０３３

を乗じて得た額 

令第７条第

１３号に掲

げる施設 

トンネルの上又は自動車専

用道路（高架のものに限る。）

の路面下に設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０１６

を乗じて得た額 

上空に設けるもの 甲に０.０２３

を乗じて得た額 

その他のもの 甲に０.０３３

を乗じて得た額 

る施設 その他のもの ートルに

つき１年 

甲に０.０１１

を乗じて得た額 

令第７条第

１０号に掲

げる施設及

び自動車駐

車場 

建築物 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０２２

を乗じて得た額 

その他のもの 甲に０.０１１

を乗じて得た額 

令第７条第

１１号に掲

げる応急仮

設建築物 

トンネルの上又は高架の道

路の路面下に設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０１５

を乗じて得た額 

上空に設けるもの 甲に０.０２２

を乗じて得た額 

その他のもの 甲に０.０３１

を乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０２５

を乗じて得た額 

令第７条第

１３号に掲

げる施設 

トンネルの上又は自動車専

用道路（高架のものに限る。）

の路面下に設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０１５

を乗じて得た額 

上空に設けるもの 甲に０.０２２

を乗じて得た額 

その他のもの 甲に０.０３１

を乗じて得た額 



令第７条第１４号に掲げる施設 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０３４

を乗じて得た額 

備考 

（１）から（１１）まで 略 

 
 

令第７条第１４号に掲げる施設 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

甲に０.０３１

を乗じて得た額 

備考 

（１）から（１１）まで 略 

 
 

 


